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分筆予定図

所在　一宮市浅井町東浅井字大島　地内外
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３１３７０５４．３６０４６３　－３１１５７．２３７－７４３７８．３１９Ｄ８ ９．３０４

４４８５３０．６３５７００　－３１１６５．１６４－７４３８３．１９０Ｄ９ ７．６３６
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Ｔ７ －７４３５４．６８４ －３１１１２．６０８
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地　番
ＮＯ Ｘｎ Ｙｎ Ｘｎ ・ （ Ｙｎ＋１　－　Ｙｎ－１） 距　離

合　計

合　計　面　積

㎡地　積

１５６６－１Ｅ

－３８８８．２３８８３８　

１９４４．１１９４１９０

１９４４．１１　　　　　

１２５８６２４．７８１４６９　－３１１１９．２３０－７４３４７．２６１Ａ７０ ２１．２５９

２２３５６２３．４４９９２０　－３１１３９．９１６－７４３４２．３６０Ａ７１ ２１．９３６

２７８００３４．３８４２７０　－３１１４９．３０２－７４３２２．５３４Ａ５４ ３１．０００

１１７９１１４．４４３７３８　－３１１７７．３２１－７４３３５．７９９ＹＤ６ ４８．９２５

－１４９３９１１．９８７９６０　－３１１６５．１６４－７４３８３．１９０Ｄ９ ９．３０４

－３１３７０５４．３６０４６３　－３１１５７．２３７－７４３７８．３１９Ｄ８ ３７．４７３

－２８２６３１８．９４９８１２　－３１１２２．９８７－７４３６３．１１６Ｄ７ １６．２９４
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９６８．７７０１５６５

９６８．７７　　　　　

－２２７５４７２．２７０１６６　－３１１１９．２３０－７４３４７．２６１Ａ７０ ４３．０２７

－６３１６７０．１４５８９３　－３１１０９．３１０－７４３０５．３９３Ｄ４ １．８０７

２９７１５７６．５２５８０８　－３１１１０．７２９－７４３０４．２７４Ｄ５ ４２．６７７

２１６９２５１．７９９８５８　－３１１４９．３０２－７４３２２．５３４Ａ５４ ２１．９３６

－２２３５６２３．４４９９２０　－３１１３９．９１６－７４３４２．３６０Ａ７１ ２１．２５９

３２９０．８１４２８００
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接道部分施工条件図

別紙5 北側道路接⾯部施⼯条件書

 黄色部分（境界YD6－A54－A63－DA2で囲まれる範囲）の施工は次のとおりとする。

　・　後述の車両の往来（飛び込み）規制対策を除き、柵等の構造物は設置しないこと。
　・　「愛知県の道路の手引き」（４編舗装編）等を参考とし、車両の往来に耐えられる仕様で
　　　の浸透性アスファルト舗装を施すこと。この舗装部分を雨水対策の数量に含めないこと。
　・　道路境界線YD6－A54からラインDA2－A63に向かっては２％登り勾配とすること。
　・　西側隣地境線（ラインYD6－DA2）及び東側隣地境線（ラインA54－A63）を跨ぐ車両の往来（飛び込み）
　　　を防止するため、これら隣地境界線に接する位置にガードレール、視線誘導標(それぞれ東向き・西向
　　　き両方向)等を用い、強固な仕様で往来（飛び込み）防止対策を講じること。
　・　この部分は調理場用地であって公道ではないため、管理すること。

 事業用地の接道面の施工については次のとおりとする。

　・　第三者が黄色部分を除く調理場用地内に容易に進入できない措置を講じること。
　・　接道面（黄色部分にあってはラインDA2－A63）から10cmの範囲の地上に構造物を設置しないこと。  
　・　接道面（黄色部分にあってはラインDA2－A63）から 5cmの範囲の地中に構造物を設置しないこと。
　・　ラインDA2－A63及びラインA70-D7-D3－D2から人、車両の出入りをさせないこと。
　・　第三者が容易に進入できない措置を講じること。

 雨水排水
　・　事業用地北部にある日光川はが溢水しやすいため、大雨時に近隣に迷惑を掛けないよう舗装は浸透性
　　　を採用するとともに、その他雨水対策を十分にとること。
　・　北側駐車場区画（境界DA2－A63－A71－A70－D7－D3－D2－D1－D9で囲まれる範囲）からの雨水排水は、
　　　一時に事業用地北部の日光川に流れ込まないよう十分な対策を講じること。 
 

（Ａ３判）


